
報告第１１号

令和７年度有限会社はびきのエル・エスの事業状況及び決算の

報告について 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の３第２項の規定により、令和７年度

有限会社はびきのエル・エスの事業状況及び決算を、別紙のとおり報告する。 

  令和８年６月４日 提出

羽曳野市長 山入端 創
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